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くし
ing
ふくしふふふふ福

祉
関
係
団
体
と
協
定
を
締
結

「
災
害
派
遣
福
祉
チ
ー
ム
」の
派
遣
主
体
と

な
る「
岩
手
県
災
害
福
祉
広
域
支
援
推
進
機

構
」（
本
部
長
・
達
曽
拓
也
知
事
）が
９
月
26
日

に
設
置
さ
れ
、福
祉
関
係
団
体
と
協
定
を
締

結
。県
社
協
が
事
務
局
を
受
託
し
ま
し
た
。

大
規
模
災
害
時
に
避
難
所
等
で
災
害
時
要

援
護
者
の
福
祉
・
介
護
等
の
ニ
ー
ズ
把
握
や

応
急
支
援
な
ど
を
行
う
災
害
派
遣
福
祉
チ
ー

ム
の
創
設
は
、全
国
的
に
み
て
も
先
駆
的
な

取
り
組
み
で
す
。

特
に
官
民
学
の
共
同
に
よ
る
派
遣
の
仕
組

み
は
他
に
例
が
な
く
、本
県
の
大
き
な
特
徴

と
な
っ
て
い
ま
す
。

設
置
さ
れ
た「
県
災
害
福
祉
広
域
支
援
推

進
機
構
」は
、官
民
学
が
協
働
し
た
組
織
と
し

て
県
、福
祉
関
係
、医
療
・
保
健
関
係
、岩
手
県

立
大
学
、市
町
村
の
代
表
者
な
ど
で
構
成
さ

れ
て
い
ま
す
。

発
足
後
初
の
第
一
回
会
議
で
は
▽
市
町
村

の
避
難
所
運
営
の
支
援
体
制
の
整
備
▽
今
後

の
取
り
組
み
予
定（
周
知
活
動
、チ
ー
ム
員
の

募
集
、研
修
な
ど
）▽
他
の
都
道
府
県
の
参
考

と
な
る
岩
手
型
モ
デ
ル
の
全
国
発
信
な
ど
に

つ
い
て
話
し
合
い
が
持
た
れ
ま
し
た
。

所
掌
事
務
に
つ
い
て
は
、県
は
▽
広
域
的

な
要
援
護
者
支
援
の
あ
り
方
、チ
ー
ム
の
派

遣
調
整
に
関
す
る
検
討
・
協
議
▽
チ
ー
ム
活

動
の
県
内
へ
の
周
知
、啓
発
▽
市
町
村
、関
係

機
関
・
団
体
と
の
協
力
連
携
体
制
の
構
築
▽

災
害
発
生
時
の
被
災
地
へ
の
チ
ー
ム
派
遣
の

決
定
な
ど
の
事
務
等
を
担
い
ま
す
。

一
方
、事
務
局（
県
社
協
）は
▽
チ
ー
ム
員
の

募
集
、研
修
の
実
施
、チ
ー
ム
員
の
登
録
及
び

チ
ー
ム
編
成
▽
災
害
発
生
時
の
被
災
地
へ
の

チ
ー
ム
派
遣
調
整
▽
派
遣
に
必
要
な
資
機
材

の
整
備
及
び
管
理
の
事
務
等
を
担
い
ま
す
。

〔設置目的〕
大規模災害時における要援護者の様々な福祉・介護等のニ

ーズ把握や応急支援などを広域的に行う仕組みづくりについ
て協議、検討するとともに、大規模災害発生時において「災害
派遣福祉チーム」の派遣調整を行う。

〔構成〕
本部長（岩手県知事）、副本部長（岩手県保健福祉部長）、事

務局（岩手県社会福祉協議会）、委員（構成機関の団体の代表
者等）

〔所掌事務〕
（県）
�広域的な要援護者支援のあり方、チームの派遣調整に関す
る検討・協議

�チーム活動に関する県内への周知、啓発
�市町村、関係機関・団体との協力連携体制の構築（事前協定

締結等）
�災害発生時の被災地へのチーム派遣の決定、派遣に要する
経費負担

（事務局）
�チーム員の募集、研修の実施、チーム員の登録及びチーム編成
�災害発生時の被災地へのチーム派遣調整
�派遣に必要な資機材の整備及び管理

（構成団体）
�推進機構活動への協力・連携
�チーム員の派遣に係る団体内の調整
�要請による本部への協力（人員派遣等）

〔協力団体との事前協定〕
�チームの派遣に協力する構成団体（協力団体）等と県が協定

を締結

岩手県災害派遣福祉チームの活動イメージ岩手県災害福祉広域支援推進機構の概要

代表して県社協経営者協議会の関口知男会長が達増知事と協定
書を交わしました

連　携

岩手県災害福祉広域支援推進機構
（事務局：岩手県社会福祉協議会）

岩手県災害派遣福祉チーム

Ａ事業所 Ｂ福祉施設

チーム員
登録

チーム編成・派遣

《平常時》研修受講、事前調整

《災害発生時》チーム員の調整

避難所

中長期的支援

福祉避難所
被災地

災害派遣医療チーム（DMAT） 保健師チーム

災害ボランティアセンター

※社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、地域包括支援センター職員、
　主任介護支援専門員等の福祉・介護職の専門職で構成。
　概ね発災から５日間程度 ( 必要に応じて延長 )、避難所等で活動。

【主な活動】
○要援護者の振り分け、ニーズ把握、要援護者の相談対応
○介護等要援護者支援 ( 応急的支援 )、避難所の環境調整･整備
○関係機関への情報提供や調整、福祉職能団体等が行う中長期的
　支援への橋渡し　等

個人（福祉専門職）福祉事業団体
各施設・法人

福祉専門
職能団体
訓練・講習への
協力

職員派遣の協力・
事前協定

県（
災
害
対
策
本
部
）

連
携

連
携

中
長
期
的
支
援
へ
の
橋
渡
し

被
災
地
市
町
村（
災
害
対
策
本
部
）等

派遣要請・
協力依頼

派遣要請・
協力依頼

連携 連携

連携

連
携

所属する事業所等の長の承認及び職能団体の推薦

県
と
福
祉
関
係
団
体
が
協
定
締
結

県
社
協
が
事
務
局
を
受
託

チ
ー
ム
員
を
募
り

年
度
内
に
10
チ
ー
ム
程
度
を
編
成
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技
術
向
上
の
た
め
の
研
修
・
３
日
間
19
時

間
／
登
録
後
概
ね
２
年
以
内
に
受
講
）▽
更

新
研
修（
登
録
更
新
の
た
め
の
研
修
・
１
日
６

時
間
／
登
録
後
概
ね
３
年
ご
と
に
受
講
）と

な
っ
て
い
ま
す
。

60
人
程
度
の
チ
ー
ム
員
を
募
集

今
年
度
は
、11
月
に
県
か
ら
協
定
を
結
ん

だ
福
祉
関
係
団
体
等
を
通
じ
て
、県
内
の
各

福
祉
施
設
等
に
チ
ー
ム
員（
社
会
福
祉
士
、介

護
福
祉
士
、精
神
保
健
福
祉
士
、介
護
支
援
専

門
員
、地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
職
員
な
ど
）

の
募
集
に
関
す
る
通
知
が
予
定
さ
れ
て
お

り
、60
人
程
度
を
養
成
す
る
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。

チ
ー
ム
員
を
派
遣
す
る
施
設
と
は
協
定
を

締
結
し
ま
す
。

応
募
者
は
研
修
を
経
て
チ
ー
ム
員
と
し
て

登
録
。チ
ー
ム
は
４
～
６
人
程
度
で
構
成
さ

れ
、年
度
内
の
３
月
ま
で
に
10
チ
ー
ム
程
度

の
編
成
を
計
画
し
て
い
ま
す
。

チ
ー
ム
員
養
成
研
修
の
内
容
は
▽
登
録
研

修（
登
録
の
た
め
の
基
礎
的
な
研
修
・
２
日
間

12
時
間
）▽
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
研
修（
登
録
後
の

こ
れ
ま
で
の
経
緯

東
日
本
大
震
災
を
踏
ま
え
、平
成
24
年
３
月
に
県

内
の
福
祉
関
係
職
能
団
体
等
11
団
体
か
ら「
災
害
派

遣
福
祉
チ
ー
ム
」の
創
設
及
び
全
国
組
織
に
よ
る
当

該
チ
ー
ム
の
派
遣
・
調
整
を
行
う
シ
ス
テ
ム
の
構
築

に
つ
い
て
、知
事
あ
て
に
要
望
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
を
受
け
、県
は
厚
生
労
働
省
に
チ
ー
ム
の
制

度
化
に
つ
い
て
要
望
。同
年
６
月
か
ら
福
祉
関
係
職

能
団
体
か
ら
選
ば
れ
た
メ
ン
バ
ー
に
よ
る「
災
害
派

遣
チ
ー
ム
組
織
化
に
向
け
た
ワ
ー
キ
ン
グ
会
議
」に

お
い
て
チ
ー
ム
の
組
織
化
を
検
討
。

そ
の
後
、県
内
の
保
健
、医
療
、福
祉
関
係
団
体
、市

町
村
代
表
に
よ
る「
災
害
福
祉（
介
護
）広
域
支
援
に
関

す
る
有
識
者
懇
談
会
」を
設
置
し
、設
立
に
向
け
て
組

織
の
あ
り
方
や
運
営
に
つ
い
て
協
議
し
て
き
ま
し
た
。

ま
た
、災
害
福
祉
広
域
支
援
事
業
に
よ
り
、チ
ー
ム
活

動
に
必
要
と
な
る
資
機
材
の
整
備
を
行
い
ま
し
た
。

社会福祉施設
総合損害補償

社会福祉施設のさまざまなリスクに対応するために

❶基本補償

❶入所型施設利用者の傷害事故補償
❷通所型施設利用者の傷害事故補償
❸施設送迎車搭乗中の傷害事故補償❷個人情報漏えい対応補償

❸施設の什器・備品損害補償

●この保険は全国社会福祉協議会が保険会社と一括して契約を行う団体契約（「賠償責任保険」「普通傷害保険」「労働災害総合保険」「約定履行費用保険」「動産総合保険」）です。

●このご案内は概要を説明したものです。詳しい内容のお問合せは下記にお願いします。

社会福祉法人

〈引受幹事保険会社〉 株式会社

株式会社

TEL：03（3581）4667 FAX：03（3581）4763
〒100ｰ0013 東京都千代田区霞が関3丁目3番2号 新霞が関ビル17 F

福祉保険サービス

損害保険ジャパン
全国社会福祉協議会

◦基本補償（A型）は、法人業務中、法律上の賠償責任
　が発生した場合、包括的に補償
◦見舞費用付補償（B型）は、賠償責任のない場合の
　見舞金が充実

◦個人情報漏えいによる法律上の賠償責任を負った
　場合（おそれのある場合を含みます）に補償

●オプション１ 訪問 ・ 相談等サービス補償
●オプション２ 施設の医療事故補償

しせつの損害補償 インターネットで保険料試算できます

！
プラン

（賠償責任保険、普通傷害保険、動産総合保険）

（普通傷害保険）

１施設業務のための補償

プラン2施設利用者のための補償

❶施設の労災上乗せ補償
❷施設職員の傷害事故補償
❸施設職員の感染症罹患事故補償

（労働災害総合保険、普通傷害保険、約定履行費用保険）

プラン3施設職員のための補償

団　体
契約者

取　扱
代理店

◆スケールメリットを活かし、
　充実した補償内容です。
加入対象は、社協の会員である社会福祉法人等が
運営している社会福祉施設です。

ふくしの保険 検 索

◦施設内の什器・備品を幅広い範囲で補償
◦施設の現金等も補償

〔目的〕
大規模災害等発生時に福祉・介護の専門職による災害

派遣福祉チームの運営等について必要な事項を定め、避
難所等における被災者支援体制の充実に資する。

〔チームの設置・派遣調整〕
県及び、事務局が行う。

〔チームの編成〕
社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士等で３年以上

の経験年数があり研修を受けた者をチーム員とし、１チ
ーム当たり４～６人程度で構成。

〔主な活動〕
避難所等における避難者等の福祉ニーズの把握、要援

護者のスクリーニング、避難者等の福祉的課題を整理、そ
の他市町村等災害対策本部、医療救護班、保健活動班等と
情報共有を図り連携して効果的な活動を展開。

〔活動の基準〕
災害救助法が適用される程度の大規模な災害が発生し

た場合であって、被災市町村からの要請や被害状況等を
総合的に勘案し、チームを派遣する必要があると県が認
めた場合。

〔活動期間〕
原則として災害の初期（発災後５日間程度）とし、必要

に応じて期間を延長。
〔協力施設等との事前協定〕

チーム派遣に協力する協力施設等と県が協定を締結。
〔研修・訓練〕

チーム員の技術向上を図るため研修を実施、訓練の機
会を確保。

〔費用弁償〕
チームの活動等に要する経費は県が負担。また、チーム

員を対象とする傷害保険に加入し保険料は県が負担。
チーム員養成研修

①登録研修（登録のための必要最低限の基礎的な研修）
②スキルアップ研修（チーム員登録後の技術向上のため
の研修〈登録後概ね２年以内に受講〉）③更新研修（登録更
新のための研修〈登録後概ね３年ごとに受講〉）

災害派遣福祉チームについて
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